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一般会計予算決算常任委員 産業建設分科会審査日程 

 

日 時 令和６年９月６日（金） 

産業建設常任委員会終了後 

場 所 第２委員会室 

日 時 令和６年９月９日（月） 

    午前９時 

場 所 第１委員会室 

 

～審査内容～ 

議案第５１号 令和５年度山陽小野田市一般会計歳入歳出決算認定について 

議案第６１号 令和６年度山陽小野田市一般会計補正予算（第３回）について 

 

補正予算（第３回） 

審査番号① 経済部、建設部 

(1) 歳入に係る説明 

 ○ 17-2-1 農林水産課 

   債務負担行為補正：雨水排水ポンプ場維持管理事業 

(2) 歳出に係る質疑 

  ○ 7-1-2 商工労働課 

  ○ 8-1-1、8-2-1 土木課 

決算認定 

審査 
番号 

項  目 

明示していないが、各課の歳入を含む 
ページ 審査事業 担当部・課 

産① 

6 款  

11 款 1 項 

   3 項 

270-287 

362-363 

366-367 

 17   農林水産課 

産② 
5 款 

7 款 1 項 1､2､5 目 

264-269 

286-293 

296-297 

  商工労働課 
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産③ 
8 款 1～4 項 

11 款 2 項 

296-309 

362-365 
 18 19 土木課 

産④ 
2 款 3 項 2 目 

8 款 5 項 

194-195 

308-317 
 20 21 都市計画課 

産⑤ 
4 款 1 項 3 目 

8 款 6 項 

248-251 

316-323 
 16 22 

下水道課 

建築住宅課 

産⑥ 6 款 1 項 1 目 268-271  農業委員会事務局 

 

 

※１ 決算審査は審査番号ごとに職員を入れ替えながら行います。 

※２ 審査の進行状況により、審査の前倒し、先送りを行うこともあります。 

※３ 決算審査の方法は、審査番号ごとに次の順序で行います。 

(1) 審査対象事業の説明（事業概要、実績、成果、課題及び改善策、今

後の方向性を簡潔に説明）及び質疑（複数ある場合は、１事業ごとに

行う） 

(2) 決算書の歳出の質疑（審査対象事業の部分を除く） 

(3) 決算書の歳入の質疑（審査番号ごとに歳入の質疑を行います） 

 ※４ 決算認定の審査番号⑥は、９月６日（金）の産業建設常任委員会終了

後で固定とします。 






